
【予約】 大学等奨学生採用候補者（新入生対象）                       ２０２３年３月 

 

 

 

「高等学校在学中に高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構奨学金【給付型】＆授業料等減免）・

日本学生支援機構奨学金【貸与型】の予約採用候補者」となられている学生の書類提出方法につきまして

は、以下の通りとなりますので、該当学生は速やかに手続きを進めてください。 

 

注意 以下の日本学生支援機構のホームページより、奨学金制度の内容について確認を行ってください。 

・「採用候補者の皆さんへ（動画）」 

 ※奨学金制度の概要や手続き等について説明している動画になります。 

  「【動画】採用候補者の皆さんへ【字幕あり】（全体版）」を必ず視聴してください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/yoyakukouhosha/movie.html 

 

・「大学等奨学生採用候補者（予約採用）に決定された方へ」 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/yoyaku/yoyakukouhosha/index.html 

 

●郵送にて学生課に書類を提出 
 以下の書類を提出締切日までに学生課へ郵送してください。内容を確認後、進学届を入力するために 

必要な識別番号（ユーザーID・パスワード）が記載された「進学届入力手続きのプリント」・「２０２３年

度入学者用 進学届入力下書き用紙」を発送いたします。なお、学生課への送付書類は、レターパックライ

トで郵送してください。 
※「進学届入力手続きのプリント」・「２０２３年度入学者用 進学届入力下書き用紙」につきましては提出書類を確認後、   

４月７日（金）以降に順次発送いたしますので、ご了承ください。 

※提出書類に不備がある場合は学生課から問い合わせをさせていただきます。その場合、書類の発送が遅れますので、  

不備のないように提出書類を郵送してください。 

 

【提出書類】  

① 【全員】 令和５年度 大学等奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】 
必ず裏面の【進学後記入欄】の記入、および下部の該当する項目にチェックをして、提出用のみ郵送して

ください。チェックする項目によっては、決定通知と共に提出する必要がある書類があります。よく確認

をし、該当者は決定通知と一緒に郵送してください。 

 

② 【給付型奨学金採用候補者のみ】 大学等における修学の支援に関する法律による 
授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（Ａ様式１） 

合格通知に同封されていた上記書類に必要事項を記入し、郵送してください。 

※紛失した場合は、PDF３・４枚目に掲載している上記書類を必ずＡ４用紙に縦型・両面で印刷をし、使用してください。 

 

③ 【全員】 学生本人名義の銀行口座通帳のコピー貼付用台紙 
学生本人名義の銀行口座通帳をコピーし、のりで貼り付けてください。 

※「給付奨学生採用候補者のしおり」P１２、「貸与奨学生採用候補者のしおり」P１２ 参照 

 

④ 【全員】 レターパックライト ２部 
（「進学届入力手続きのプリント」・「２０２３年度入学者用 進学届入力下書き用紙」発送用１部、採用後書類発送用１部） 

各自でレターパックライトを購入し、２部とも宛先には自分の住所・氏名等を記入してください。 

学生課から送付する書類はレターパックライトでの郵送となりますので、ご了承ください。 

 

⑤ 【該当者のみ】 ※決定通知と共に提出する必要がある書類 
● 「入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書」・「日本政策金融公庫発行の通知文のコピー」 

※「貸与奨学生採用候補者のしおり」P１６参照 

● 【給付型奨学金採用候補者のみ】一人親家庭・父母以外の生計維持者の証明書類 ※別紙１参照 

● 在留資格等が明記されている証明書 ※予約採用申込時から在留期間等に変更がある者のみ 

● 「改氏名届」 ※予約採用申込時から改氏名した場合は、学生課へ連絡してください。 

 

「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構奨学金【給付型】＆授業料等減免）」・ 

「日本学生支援機構奨学金【貸与型】」  進学後の手続きについて 

 

※提出書類は、必ず消えないペンで記入してください。 



 
 

 
【提出書類の郵送方法】  
提出書類一式をレターパックライトにて、学生課に郵送してください。 

 
 
【送付先】 
宛 先 ： 〒１５１－８５２３ 東京都渋谷区代々木３－２２－１ 

文化学園大学 学生部学生課「日本学生支援機構奨学金」担当 宛 

ＴＥＬ ： ０３－３２９９－２３１５ 

差出人 ： 学生自身の郵便番号・住所・氏名・電話番号 

品 名 ： 「奨学生採用候補者決定通知」在中 

 

 

【提出締切日】  ２０２３年４月１０日（月）必着 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レターパックライトは郵便局、または一部のコンビニエンスストアでも 

購入することができます。 

※同封いただく返送用レターパックライトの宛先（赤枠部分）には 

自分の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入してください。 

※同封の際は折り曲げて入れていただいて結構です。 

○奨学金に関する問合せ先（平日 ９：００～１７：００） 
学生課 奨学金担当（Ａ館Ｌ階  TEL：03-3299-2315） 

申込書類や記入方法について質問がある場合には、必ず学生自身で学生課に問い合わせてください。 

（奨学金の申請および振込口座は学生名義となりますので、保護者からの問い合わせは受けかねます。） 
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　この制度に採用された場合は、本学の特待生および奨学金制度を受けることはできません。

　区分変更によって、既納の学費に返還が生じた場合、給付奨学金支給口座に返還します。

　申請にあたって、私は以下の事項を確認し、理解しています。

大学等における修学の支援に関する法律による
授業料等減免の対象者の認定に関する申請書

　　年　　月　　日

文化学園大学　学長　殿

　私は、貴学（貴校）に対し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者としての
認定を申請します。

　この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお、申請書の記載事項に事実と相違があった場合、
認定を取り消され、減免を打ち切られることがあるとともに、在学する学校から減免を受けた金額の支払
を求められることがあることを承知しています。

　授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「機構」とい
う。）を通じ、文化学園大学が機構の保有する私の給付型奨学金に関する情報の送付を受けること、及び
機構が文化学園大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意します。

　現在、他の学校において、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受けておら
ず、当該授業料等減免の対象者の認定申請中でもありません。

※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。（＊を附した項目については、該当者のみ記入する
こと。）

　
申
請
者

フリガナ

入学年月 　2023 年 4 月入学
氏　名

生年月日 （西暦）　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生　（　　　　歳）

現住所

〒　　　　　－

過去に本制度の入学金減免を受けたことがありますか。 　ある　・　ない

所属学部・
学科等

学籍番号

学　年 昼間・夜間・通信の別 　☑昼（昼夜開講を含む）　□夜　　□通信

過去に本制度の支援を受け
た学校名、期間(＊)

（学校名） （期間/月数）

　　年　　月～ 　　年　　月／ 　月

機構の給付型奨学金に関する情報

　（いずれかの□に✔印を付け、右欄に該当する番号を記載してください。）

　　※予約採用の採用候補者は、機構からの通知のコピーを添付すること

□　予約採用の申込を行った者

【給付型奨学金の申込の受付番号（採用候補
者となっていれば登録番号、給付奨学生と
なっていれば奨学生番号）】

□　在学(在学予約)採用の申込を行った者

【給付型奨学金の申込の受付番号

（給付奨学生となっていれば奨学生番号）】

Ａ様式１

大学記入欄

記入不要

（おもて）
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ト 　申請にあたっては、学校から配付される冊子等をよく読み、本制度について理解したうえで行って
ください。特に、次のことについて留意してください。
　①　卒業まで自動的に授業料等減免を受けられるわけではなく、半年ごとに継続願を提出する等、
　　必要な手続きがあること
　②　定期的に実施される収入・資産額等の判定により、支援額が変更となったり、支援が停止する
　　場合があること
　③　定期的に実施される学業成績の判定により、支援が打ち切りとなったり、支援が遡って取り消
　　される（減免が取り消されて授業料の支払いが必要となる）場合があること
　④　本制度による授業料等減免又は給付型奨学金のいずれか一方でも受ける場合、日本学生支援機
　　構の第一種奨学金（無利子）の利用にあたって当該奨学金の貸与上限額が変更されること
　　※　貸与上限額の詳細は日本学生支援機構のホームページや資料に記載しています。

　大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付型奨学金により行
うこととしております。このため、あらかじめ機構に給付型奨学金の申込みを行ってください。給付
奨学金の申込みがない場合、授業料等減免の申請書類審査等に一定の時間を要します。
　給付型奨学金の申込みを行わず（行う予定がなく）、「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄を
記入できない場合は、（別紙１）の提出が必要です。更に、本学に編入学又は転学（若しくは専攻科
に入学）した学生等であって、編入学又は転学（若しくは専攻科に入学）する前に在学していた学校
（大学、短大、高専、専門学校）が２つ以上ある場合は、あわせて（別紙２）の提出が必要です。家
計急変による申込を行う場合は、あわせて（別紙３）の提出が必要です。（給付型奨学金をあわせて
申し込む（既に申し込んでいる）場合は、別紙１～３の提出は不要です。）
　なお、給付型奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結
果、認定を受けることができなかった（給付奨学生として採用されなかった）場合は、同じ期間、授
業料等減免の支援についても受けることはできません。

申請書の作成にあたっての注意事項

　過去に、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援を受けたことがある場
合には、当該期間の月数を申告してください。

　入学年月について、編入学又は転学等により入学した場合は、その年月を記入してください。専攻
科に在学している場合は、専攻科に入学した年月を記入してください。

　申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経
済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用す
る場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄について、予約採用における採用候補者は、採用候補者決
定通知の受付番号を記入するとともに、学校から指示があった場合は採用候補者決定通知のコピーを
添付してください。

　給付型奨学金に未申請のため、「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄を記入することができな
い場合は、直近の給付型奨学金の申請期間内に申請を行い、速やかにその旨を本学に申し出てくださ
い。

Ａ様式１

（うら）



【予約】大学等奨学生採用候補者（新入生対象）                         提出用 

※この用紙をプリントアウトし、銀行口座通帳のコピーをのりで貼り付けて学生課へ送付してください。 

学生本人名義の銀行口座通帳のコピー貼付用台紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学籍番号 
※学籍番号がわからない学生は受験番号 

氏  名        

所  属              学部               学科     １年 

携帯番号  

現在、文化学園

大学特待生で

ある 

はい  ・  いいえ    

※「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構奨学金【給付型】＆授業料等減免）」と本学の特

待生制度を両方受けることはできません。 

一人親家庭で

ある 

はい  ・  いいえ    

※給付型奨学金採用候補者のみ→「はい」を回答した場合は、別紙１「一人親家庭・父母以外の生

計維持者の証明書類」についてのプリントを確認し、該当書類を提出してください。 

通帳表紙（中面）のコピー 

 

※銀行名・支店名・口座番号・口座名義人氏名が 

    確認できる部分をコピーし、のりで貼ってください。 



別紙１ 

 

  「一人親家庭・父母以外の生計維持者の証明書類」について   

 

一人親家庭・父母以外の生計維持者の学生は、下表のいずれかの証明書を学生課へ提出し

てください。 

 

 

※「スカラネット入力下書き用紙」Ｐ１４ より抜粋 
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